
出産手当金の申謂について

◆ 出産手当金は出産者が当組合資格取得か ら 6ヶ 月経過後の出産に対 して

支給可能です。

◆ 出産 日より30日 間のみの支給となります。

(令和 4年 4月 ～ )

※ 30日 間の経過前に被保険者資格がなくなつた場合は、資格のある日までの

支給になります。

※ 令和 6年 4月 ～多胎の方は 1日 あた りの支給額が 5,000円 X人数分にな ります。

(添付書類も人数分必要です )

◆ 申請の際には母子手帳の 1ページロのコピーを添付 して下さい。
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この相は手帳を受け取 つた らす ぐに自分でaE入 して ください .

**半  出生属 出済証 明 十 ■ 率

※母子手帳のコピーはこちらのページが必要にな ります。


